
農林漁業者
加工グループ
農業法人 等

①自ら加工を行うこと
②事業で扱う農林水産物は県内産を50%以上使用すること

もうかる６次化・農商工連携支援事業（スタートアップ型）

農林漁業者、加工グループ、農業法人（農事組合法人又は従業員５人以下の会社法人）

対象者

支援の内容

【補助率】 事業費の１／２を補助する。
【補助上限額】 1,000千円
※事業の活用希望が多い場合は、予算の範囲内で補助金額の調整を行うことがあります

補助金額・補助率

主な要件

事業の流れ

②提出

③ヒアリング

⑤交付申請

①事業計画作成

⑦事業実施

事業の目的

審査会
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農産加工グループ等による県産農林水産物を使用した加工品づくりの施設整備を支援する

食品加工に必要な備品購入を支援します（３万円以上のもの）

お問い合わせ先

市場開拓局のみやこ推進課 電話 0857-26-7807

③説明

④採否通知

⑥交付決定


